
庁      議  

              日時：１０月 ４日（金）ＡＭ８：３０ ＜庁議室＞ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【市長挨拶】 

 

 

【協議事項】 

１．損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について       都市政策部長 

 

２．損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について       消防長 

 

３．損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について       教育部長 

 

【連絡事項】 

１．第２次太田市総合計画「第４次実施計画」の策定について       企画部長 

 

２．太田市と株式会社群馬銀行との連携に関する包括協定締結について   企画部長 

 

３．令和２年度予算編成方針について                  総務部長 

 

４．令和元年度太田市民文化功労賞・奨励賞受賞者の決定について     市民生活部長 

 

５．令和元年度ひとり暮らし高齢者基礎調査結果について         健康医療部長 

 

６．太田市産業環境フェスティバルの開催について            産業環境部長 

 

７．太田市野生動物侵入防止柵設置事業について             農政部長 

 

８．「太田市都市計画道路（幹線街路）の見直し案」（再検証後）      都市政策部長 
の素案について 

 

９．市街地再開発事業に係る都市計画手続きについて           都市政策部長 

 

10．太田市消防本部住宅用火災警報器取付け支援事業の実施について    消防長 

 

11. 太田市下水道事業審議会の答申について               都市政策部長 

 

【その他】 

 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
◆ 次回庁議予定 ◆ １０月２１日（月）ＡＭ８：３０～＜庁議室＞案件名報告：１０月 ８日 (火)PM5:00 
                                    資料提出：１０月１１日 (金)PM5:00 





 １０月４日 庁議提出案件           資料No.2    
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              消防長 氏名 石 澤 光 之   （TEL）３３-０２００   

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

  損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 

【 目 的 】 

  消防用自動車の運転中により発生した事故に関し、損害賠償の額を定め、和解することに

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分し

たことを報告するものです。 

 

【 概 要 】 

１ 公用車の運転中に発生した事故による損害賠償表 

 
専決処分日 

損害賠償額 

（損害額） 

過失 

割合 
事故概要 

1 令和元年９月９日 

 

１１８，８７２円 

（118,872円） 

10割 

平成３１年３月７日、午後４時

頃、太田市消防本部敷地内におい

て、職員が停車中の消防用自動車

を右方向に発進させた際、左方向

より進行して来た相手方が運転

し所有する自転車と衝突したこ

とにより、当該自転車が損傷し、

及び相手方が負傷したものです。 

なお、本件交通事故に係る物損

の損害賠償については、既に和解

済みであり、今回は、本件交通事

故に係る人身の損害賠償に関し、

その額を定め、和解するもので

す。 

 

２ 本件に関し、市と相手方との間には、上表に記載のほか、一切の債権債務関係がないこと 

を相互に確認する。 

３ 損害賠償の支払い 一般財団法人 全国自治会 群馬県町村自動車共済保険にて対応しま 

          した。 

４ その他 地方自治法第１８０条第２項の規定により、令和元年１０月委員会協議会あてに 

報告します。   

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先  消防本部 中央消防署 沢野分署  電話 33-7119 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 １０月 ４日 庁議提出案件           資料No.３    
●内 容 【 1.協議事項  】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

   教育部長 氏名 高橋 徹  （TEL）20-7081  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 

 

【 目 的 】 

 太田市立休泊小学校の敷地内駐車場において発生した事故に関し、損害賠償の額を定め、

和解することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に

より専決処分したことを報告するものです。 

 

【 概 要 】 

 １ 小学校の敷地内駐車場において発生した事故による損害賠償表 

 
専決処分日 

損害賠償額 

（損害額） 

過失 

割合 
事故概要 

 

 

1 

 

 

 

令和元年9月13日 

 

 

76,450円 

（76,450円） 

 

 

10割 

太田市立休泊小学校の敷地内駐車場に

おいて、令和元年7月25日発生。自然落

下した樹木の枯れ枝が、駐車中の乗用車

に衝突したことにより、当該乗用車の右

側ヘッドライトカバーが破損したもの

です。 

 

２ 本件に関し、市と相手方との間には、上表に記載のほか、一切の債権債務関係がないこ

とを相互に確認する。 

 

３ 損害賠償の支払い  

損害保険ジャパン日本興亜（株）全国市長会学校災害賠償補償保険にて対応しました。 

 

４ その他   

地方自治法第１８０条第２項の規定により、令和元年１０月委員会協議会あてに報告し 

ます。 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先  教育部 学校施設管理課 財務係  ２０－７０８１ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



１０月 ４日 庁議提出案件              資料No.１  
●内 容 【  2.連絡事項  】 

○公 開 【 1.可       】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議後  】 

                        企画部長  氏名 正田 吉一   内線 ２２００  
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】  

第２次太田市総合計画「第４次実施計画」の策定について 

 

【 目 的 】 

実施計画は「第２次太田市総合計画」の目指す将来の都市像「人と自然にやさしく、品格の

あるまち太田」を実現するため策定する計画で、ローリング（見直し）しながら毎年度策定し

ます。総合計画（前期行動計画）期間内に実施する事業を、財政計画と整合を図り取りまとめ

た計画であり、関係年度の予算編成の指針となります。 

当該計画は、第２次太田市総合計画において第３次実施計画に続く４年目の計画となります。 

 

【 概 要 】 

１ 計画の概要 

（１）特  徴   市民の生命や身体または財産の安全向上を最優先とし、更なる『安全・

安心なまちづくり』を推進し、少子高齢に対応した持続可能なまちづく

りを行うこととします。 

（２）計画期間   令和２年度（１か年） 

（３）実施事業   120事業（事業費の内訳は裏面参照） 

 

２ 総事業費及び投資的経費（普通建設事業費）               （単位：円） 

 総事業費 
総事業費のうち投資的経費

（普通建設事業費）  Ａ 
財政計画  Ｂ 

比率    
Ａ/Ｂ 

R2年度 130 億 3,583 万 4 千 90 億 326 万 8 千 91 億 458 万 5 千 98.9％ 

 

３ 計画の取扱い 

（１）予算編成の際は、本計画の内容を踏まえて作業を行うものとします。 

（２）既存の補助制度の変更など国の動向を見極めながら効率的で弾力的な市政運営に努めま

す。 

 

【 備 考 】 

・今後の予定 

10月 4日（金） ・予算編成説明会に合わせ、各課に冊子を配付（メール送信） 

10月17日（木）  ・総務企画委員会協議会提案後、全議員に冊子を配付 

          ・報道機関各社に冊子を配付 
 
 
 
 
 
 

＊問い合わせ先 企画部 企画政策課 企画政策係 ４７－１８９２（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）内線２２９３ 

 



 １０月４日 庁議提出案件           資料No.２  
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               企画部長 氏名 正田 吉一  内線２２００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

 太田市と株式会社群馬銀行との連携に関する包括協定締結について 

 

【 目 的 】 

 本協定は、太田市と株式会社群馬銀行が包括的な連携のもと、相互に緊密に連携しながら双

方の資源を有効に活用した協働を推進することにより、本市の地方創生をはじめ、地域社会の

発展、地域経済の活性化、及び市民サービスの向上に資することを目的として締結するもの。 

 

【 概 要 】 

１．協定名称 太田市と株式会社群馬銀行との連携に関する包括協定 

２．協定相手 株式会社群馬銀行 代表取締役頭取 深井彰彦 

３．協定内容  

（１）未来人財の育成に関すること 

（２）企業誘致に関すること 

（３）定住促進・雇用創出に関すること 

（４）商工業者向けの起業・創業・融資等および経営支援に関すること 

（５）農林水産業における、担い手育成・販売促進・新商品開発等、振興に資する支援全般に 

関すること 

（６）観光プロモーション活動に関すること 

（７）福祉・健康・医療等の情報交換に関すること 

（８）空き家・空き店舗及び公共施設の有効利用に資する情報交換に関すること 

（９）子育て支援等に伴う情報交換に関すること 

（10）災害等における地域支援に関すること 

（11）学生インターンシップの受け入れ及び受け入れ支援に関すること 

（12）持続可能な開発目標（SDGｓ）の実現に向けた施策の推進に関すること 

４．協定調印式 令和元年１０月４日（金）午前11時～ 本庁舎4階 庁議室 

５．今後の予定 ・高校生向け金融リテラシー講座を始めとした各種連携事業を模索する。 

        ・令和元年１０月委員会協議会に報告予定。 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先  企画部 企画政策課 企画政策係 内線2293 47－1892 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 １０月 ４日 庁議提出案件           資料No.３  
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 3.その他（10/4予算編成方針説明会後） 】 

 

              総務部長 氏名 髙島 賢二  内線（TEL）２３００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

   令和２年度予算編成方針について 

 

【 目 的 】 

   令和２年度の予算編成にあたり、その方針を定め、健全財政を基本に予算編成を 

  実施しようとするものです。 

 

【 概 要 】 

 ○予算編成方針の概要 

  １ 基本方針 

   （１）まちづくりの目標 

      「人と自然にやさしく、品格のあるまち太田」の実現を目標とし、市民参画と 

協働によるまちづくりを推進します。 

   （２）財政運営の基本的事項 

      健全財政の堅持に努めるとともに、第２次太田市総合計画や各種政策課題におい

ては、重点的かつ優先的に予算配分することで、住民ニーズに的確に対応し均衡あ

る発展に繋がるよう各事業の推進に努めます。 

  ２ 予算編成にあたっての基本的な考え方 

      上記基本方針を踏まえ、更なる飛躍に向けた政策課題への取り組みにより、市民

サービスの向上につなげるための予算とします。 

    【基本的な考え方】 

    ①第４次実施計画事業の着実な推進を図る。 

②市民満足度調査結果を予算に反映する。 

③少子化対策、子育て支援、障がい者支援、高齢者支援などの「人にやさしいまち

づくり」、市民の身体や生命又は財産を守るための防災対策や、交通安全対策に

係る施策を積極的に進める。 

④公共施設等総合管理計画を踏まえた個別計画に対し、実施計画と整合性を図りな

がら、予算の重点配分を行う。 

⑤枠配分方式による予算編成を行い、徹底した事務事業の見直しによる歳出抑制を 

図る。 

     ⑥国及び県の施策に対応した予算を編成する。 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先   総務部 財政課 財政係 内線 ２３３２ ４７－１８１６ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 １０月４日 庁議提出案件            資料No.４   
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 3.その他（表彰式終了後） 】 

 

              市民生活部長 氏名 石坂 之敏  内線（TEL）２４００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

令和元年度太田市民文化功労賞・奨励賞受賞者の決定について 

 

 

【 目 的 】 

   太田市の芸術、文化の分野において顕著な業績をあげ、太田市の文化の向上・発展の 

ために貢献した個人に太田市民文化功労賞を、また、その各分野において活躍し、将来 

を期待される個人に太田市民文化奨励賞を贈呈し、市民文化活動の奨励・高揚を図るこ 

とを目的とします。 

 

 

【 概 要 】 

１ 選考委員会 日時 令和元年９月２５日（水）午後３時～４時 

          場所 太田市役所９Ａ会議室 

   

２ 選考結果  ○太田市民文化功労賞受賞者 １名 

             

中
なか

 島
じま

 和
かず

 枝
え

  造形芸術分野 書道 

                       

          ○太田市民文化奨励賞受賞者 １名 

 

北
きた

 原
はら

 文
ふみ

 子
こ

  造形芸術分野 絵手紙 

 

３ 表彰式   日時 令和元年１１月３日（日）午前１０時～ 

          会場 太田市学習文化センター ギャラリー（１階） 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先  市民生活部 生涯学習課 生涯学習係 外線 ２２－３４４２ 



 １０月 ４日 庁議提出案件            資料No.５  
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               健康医療部長 氏名 岡島 善郎  内線（3400）  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

  令和元年度ひとり暮らし高齢者基礎調査結果について 

【 目 的 】 

  ひとり暮らし高齢者の実態を把握し、今後の高齢者保健福祉対策等の基礎資料とするため。 

【 概 要 】 

  １：対象者  市内に居住する７０歳以上（昭和２４年６月２日以前生まれ）のひとり暮

らし高齢者 

         ※調査時点で、病院入院者・介護施設等の長期入所者は対象外 

         ※同一敷地内に住んでいても、家族と入浴・食事等の生活が別の場合は調

査対象 

  ２：基準日  令和元年６月１日現在 

  ３：調査結果 ５，１９８人（前年比＋３４９人） 

         ※住基上の７０歳以上ひとり暮らし高齢者の数字とは異なります。 

■地区別 

地区 太田 九合 沢野 韮川 鳥之郷 強戸 休泊 宝泉 毛里田 

男 122 219 187 150 114 56 72 250 96 

女 333 442 294 384 229 120 144 442 168 

計 455 661 481 534 343 176 216 692 264 

 

地区 尾島 世良田 木崎 生品 綿打 藪塚東 藪塚西 合計 

男 82 38 79 56 63 58 84 1,726 

女 193 64 164 121 119 109 146 3,472 

計 275 102 243 177 182 167 230 5,198 

 

■年齢別 

年齢 70～74 75～79 80～84 85～89 90以上 合計 

男 756 488 283 147 52 1,726 

女 935 973 822 535 207 3,472 

計 1,691 1,461 1,105 682 259 5,198 

 

■過去の推移 

調 査 年 ２５年 ２６年 ２７年 ２８年 ２９年 ３０年 令和元年 

人  数 5,087 5,376 5,672 5,790 4,552 4,849 5,198 

※平成２８年度までは対象者６５歳以上、平成２９年度以降は７０歳以上 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先  健康医療部 長寿あんしん課 いきがい推進係 内線２５４１ 



 １０月４日 庁議提出案件           資料No．６     

●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 1.庁議後 】 
 

                 産業環境部長 氏名 有本 尚史   内線２６００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

   太田市産業環境フェスティバルの開催について 

 

 

【 目 的 】 

   本市の産業振興を目的とした産業フェスティバルと環境啓発としての環境フェアを 

合同イベントとして開催するものです。 

 

 

【 概 要 】 

１ 名  称  太田市産業環境フェスティバル 

 

２ 日  時  令和元年１１月１０日（日） 午前９時から午後２時３０分まで 

(荒天の場合は中止） 

  

３ 会  場  太田市新田文化会館・総合体育館（エアリス） 

 

４ 主  催 

  ・太田市産業フェスティバル実行委員会（出展予定：７０団体） 

  ・太田市環境フェア実行委員会（出展予定：２６団体） 

 

５ 事業内容 

・産業フェスティバル 産業関連団体による活動展示、地場産品の販売、ものづくり 

体験、富士スバル㈱及び日野自動車㈱による車両展示等 

・環境フェア     環境関連団体による活動展示、ソーラートレイン運行、 

リサイクル製品・エコグッズの販売 

・その他イベント   ステージイベント、スタンプラリー 

              

 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先   産業環境部 工業振興課 工業振興係 内線2641 47－1834 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 １０ 月 ４ 日 庁議提出案件            資料No.７  
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              農政部長 氏名 高田 進  内線（TEL）２０－９７１４  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  太田市野生動物侵入防止柵設置事業について 

 

【 目 的 】 

平成30年9月9日に岐阜県で豚コレラの発生が26年振りに確認されて1年が経過し、 

これまでに隣接県である埼玉県及び長野県を含め1府7県にまで感染が拡大しています。 

このような状況において、豚コレラウイルスの市内への侵入防止を図るため、市内 

の養豚農家が国庫補助事業である「アフリカ豚コレラ侵入防止緊急支援事業」を活用 

し防護柵を設置する場合に、県と市が総事業費の４分の１を、それぞれ補助しようと 

するものです。 

 

【 概 要 】 

 １ 太田市の概要 

    ・養豚農家数   ７戸（８農場） 

    ・飼養頭数    １７，０２２頭（H31.2.1現在） 

    ・補助予定総額  １２，０４１千円 

 

 ２ 補助割合 

    総事業費（税抜き）に対し、国が１/２、県が１/４、市が１/４を補助する。 

 

 ３ 事業実施内容 

    ・農場周囲   侵入防止柵（上限単価 10,000円/ｍ） 

    ・搬出入口   可動柵  （上限単価 40,000円/ｍ） 

 

 ４ その他 

    上限単価を超えた額及び消費税額については、自己負担とする。 

 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先   農政部 農業政策課 指導係  外線 0276-20-9714 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 １０月 ４ 日 庁議提出案件           資料No.８  
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

                 都市政策部長 氏名 赤坂 高志  内線（TEL）2800 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

  「太田市都市計画道路（幹線街路）の見直し案」（再検証後）の素案について 

 

【 目 的 】 

  本市の都市計画道路は、昭和30年代に都市計画決定されてから、なお未整備の路線があり、

社会経済情勢の変化に合わせて都市計画道路網を見直し、真に必要な都市計画道路かどうか

を検証することが必要となっていたことから、県の「都市計画道路ガイドライン（都市計画

道路の見直し編）」に沿って、当時最新であった平成17年の将来交通量推計データを使用し

て検証を行い、平成28年3月に「太田市都市計画道路の見直し案」を公表しました。 

その後の社会経済情勢の変化や北関東自動車道、東毛幹線の開通など市を取り巻く交通環

境が大きく変化していることから、その後に使用可能となった平成27～28年度に実施された

群馬県パーソントリップ調査（交通に関する実態調査）による将来交通量推計データを用い

て再検証を行い、今後の都市計画との調整及び県関係機関との協議が終了したので、このた

び再検証した見直し案を報告するものです。 

 

【 概 要 】 

 １ 太田市都市計画道路（幹線街路）の見直し案  別紙のとおり 

 ２ 都市計画道路（幹線街路）の整備率 52.1％（H31年3月31日現在）※路線延長ベース 

 ３ 検証結果 （見直し対象路線：幹線街路69路線中、50路線（69区間）） 

見直しの方向 
区間数 

今回（再検証後） H28.3 公表時 

存 続 候 補 ５１ ４８ 

変更

候補 

① 幅員の変更 １ １ 

② ルートの変更 １ １ 

③ 区画整理事業と調整 ７ ４ 

廃止 

候補 

④ 廃 止 ７ １５ 

⑤ 部分廃止 ２ ― 

合計 ６９ ６９ 

 ４ 今後の主なスケジュール（予定） 

   令和元年11月       意見公募手続の実施 

   令和元年11月のうち3日間  パネル展示・説明（3会場を予定） 

   上記後～令和２年度    見直し案の確定・公表、地元説明会、都市計画変更手続       

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 都市政策部 都市計画課 都市計画係 内線2811 47-1839 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 １０月 ４ 日 庁議提出案件           資料No.９   
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              都市政策部長 氏名 赤坂 高志  内線（TEL）２８００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  市街地再開発事業に係る都市計画手続きについて 

 

【 目 的 】 

 浜町地区内において、高度利用地区及び第一種市街地再開発事業の都市計画決定を行い、

民間施行による市街地再開発事業の実施を促し、土地の合理的かつ健全な高度利用と中心市

街地における賑わいの創出を図るものです。 

 

【 概 要 】 

１ 内 容 ①太田都市計画高度利用地区【変更】（浜町第二地区） 

②太田都市計画第一種市街地再開発事業（浜町第二地区） 

 

（参考）高度利用地区・・・用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能

の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の

建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限

を定める地区。なお、第一種市街地再開発事業は、高度利用地区等の区域

内でなければ施行できない。 

 

２ 区 域 上記①②ともに同一区域で、面積は約１．３ha。 

 

３ 今後のスケジュール（予定） 

県事前協議（事務連絡会）    令和元年１０月 

関係権利者等への説明        １１月上旬 

都市計画原案の閲覧及び案の縦覧       １１月～１２月 

市都市計画審議会         １２月下旬 

都市計画決定告示         １２月下旬 

 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 

 都市政策部 まちづくり推進課 整備推進係 内線２８２１ ４７－３３２０ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 

 

 



 １０月 ４日 庁議提出案件          資料No.１０ 

●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 1.庁議後 】 

 

               消防長 氏名 石澤 光之   内線（TEL）33-0202  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

   太田市消防本部住宅用火災警報器取付け支援事業の実施について 

 

 

 

【 目 的 】  

   住宅用火災警報器の普及を図り、住宅火災から高齢者の生命、身体及び財産を守るため、

太田市消防本部管内に居住する高齢者世帯のうち、世帯の構成員自ら住宅用火災警報器を

設置することが困難な世帯に対し、設置の支援を行うものです。 

 

 

 

【 概 要 】 

 １ 実施主体  太田市消防本部 

 ２ 事業開始日  令和元年１１月１日（金） 

 ３ 対象世帯   ６５歳以上の方のみで構成されている世帯。 

 ４ 業務内容  申請に基づき、申請者の自宅へ出向し、住宅用火災警報器の取付けを 

           行う。原則として設置する機器は申請者が用意する。ただし、自ら機 

器を用意する事が困難で機器の購入も含めたサポートを希望する申請 

者に対しては、太田地区防火安全協会が住宅用火災警報器の斡旋を行 

う。（１個 ３,０００円程度） 

 ５ 事業実施者  再任用職員（主担当）及び予防課員（副担当）の２名で出向。 

 ６ 取付け費用  無償 

 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先  消防本部 予防課 予防係  ３３－０２０２ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



  １０月  ４日 庁議提出案件          資料No.１１ 

●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

             都市政策部長 氏名 赤坂 高志   内線 ２８００   

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

太田市下水道事業審議会の答申について 

 

【 目 的 】 

   太田市下水道事業審議会を７月に設置し、下水道使用料の適正化の適否、受益者負担金 

制度や接続率の向上にむけた補助制度の基本的な方向性について諮問を行い、計４回の審議

会を開催し、審議及び協議の結果、審議会から答申を受けましたので報告します。 

 

【 概 要 】 

１ 審議結果 

（１）対象使用料 

公共下水道使用料、住宅団地汚水処理施設使用料、農業集落排水処理施設使用料、 

戸別浄化槽使用料 

 

     (２)改定内容 

改定前 改定後 

排除汚水量１立方メートル 

 １０１円 

排除汚水量１立方メートル以上 

１６立方メートルまで 
１１５円/㎥ 

排除汚水量１７立方メートル以上 

３００立方メートルまで 
１２０円/㎥ 

排除汚水量３００立方メートルを 

超えるもの 
１３５円/㎥ 

 

   ※公共下水道使用料（湯屋用）については４１円/㎥（据置） 

 

   ２ 協議結果 

  （１）受益者負担金制度については、１制度に統一することが適切である。 

 （２）接続率向上に向けた補助制度については補助金の増額が必要である。 

 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先  都市政策部 下水道課 管理係 内線2671 47－1949 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 


